
一
頁

○
総
務
省
令
第
九
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
三
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
」
の
下
に
「
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


